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　今月は、淡輪地区の町道畑山線沿いで見守り活動をされているボラ
ンティアの方々にお話を伺いました。
　この日、お話を伺ったみなさんの活動年数は、短い方でも１年を超
え、発足時から参加してくださっている方は６年目を迎えます。
　みなさん声を揃えて、子どもたちの成長過程を見るのが楽しく、自
分から挨拶ができる子どもが増えたことが非常に嬉しいと仰います。
　登校時だけでなく、下校時にも見守りをしてくださっているので、
危険なことがないか伺うと、最近は特に事件めいたことはないとのこ
とでした。しかし、畑山線は交通量が多いので、子どもたちがふざけ
あって、事故に遭ったりしないよう注意してくださっています。
　見守りだけでなく、交通整理もしてくださるボランティアのみなさ
んは、子どもたちの頼もしい味方です。　　　　　　　　　　

こどもたちの安全を守る！

★学校安全ボランティアは随時募集しています。くわしくはお問い合わせください。

　

　６月７日（月）より、デルタ航空が待望の北米線である関
空＝シアトル線を毎日１便運航で就航します。シアトル線は
2001 年に運休となっており、９年ぶりの就航となります。
◆運航スケジュール
　（往路）　関空発（18:00) →シアトル着 (12:05）　 毎日 1 便
　（復路）　シアトル発 (12:45) →関空着（翌日 16:00）　毎日 1 便
　　詳しい運航情報は関空ホームページをご覧ください。
　　　http://www.kansai-airport.or.jp/
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　「望海坂２」が新しく自治区と
して設立されました。
　また、次の皆様が新しく自治区
長に就任されました。　
　淡輪 18 区　　　二宮　一英
　淡輪 20 区　　　伊勢　　正
　望海坂２　　 　理性院　孝
　深日白雲台北　　佐藤　希男
　多奈川楠木　　　有本　尚生
　　▼問合せ　
 　　危機管理課　☎ 492 － 2759 

新自治区と新自治区長
のお知らせ■デルタ航空　　

関空＝シアトル線を運航開始！

　岬町スポーツ少年団は、昭和 50 年に「時代を担う青少年の健全な育成を図る」ことを目的とし
て設立されました。
　スポーツの得意な子、得意でない子が、一緒になってスポーツをする…。何故か？そこには「人
と人との繋がりがある」からです。先生と話す、先輩と話す、後輩と話す、いろいろな人と人との
関わりの中で、自主的に「僕は何がしたい」「私はこうなりたい」といった気持ちが芽生え、日頃
の練習を通じて「どうすればうまくなるか」を考え実行することにより、子どもたちが大きく成長
します。
　スポーツ少年団は、現在、10 種目 14 団体が活動しています。それぞれ団によって特色はありま
すが、「子どもたちが健全に育って欲しい」という思いは同じです。また、平成 22 年度の団員も
募集中です。１人でも多くの仲間ができればと願っています。
　※ホームページで団の紹介もしています。（http://www.rinku.zaq.ne.jp/sports/）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼問合せ　生涯学習課　☎ 492 － 2715

左から、田中さん、九鬼さん、天野さん、
竹内さん、平野さん

▼登録・問合せ　生涯学習課　☎ 492 － 2715
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8020歯の健康コンテスト開催のお知らせ　～参加者募集～
▼対象者　次の全てに該当する方
　○岬町にお住まいの 80 歳以上の方
　　（平成 23 年３月 31 日までに 80 歳になる方も参加できます）
　○自分の歯が 20 本以上ある方
　○表彰式（健康長寿まつり）に参加できる方
▼応募方法
　歯の健康アンケートハガキを保健センターまでお送りください。アンケートハガキは保健
センター窓口と役場総合案内にあります。ご応募いただいた方には参加賞をご用意しています。
▼締め切り　６月 18 日（金）まで
▼表彰式　９月 12 日（日）健康長寿まつり
▼場所　健康ふれあいセンター（ピアッツァ５）
▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424

平成 22 年４月１日より肝炎治療医療費助成制度が改正になりました
▼変更点
○自己負担限度額の引き下げ
　所得に応じ、１万円、３万円、５万円の自己負担であったのが、原則１万円（市町村民税課税年額が
23 万５千円以上の世帯は２万円）となります。※現在受給者証をお持ちで、変更の対象となる方につ
いては、大阪府から変更した受給者証を交付しますので、申請は不要です。
○助成対象の拡大
　インターフェロン治療のみ助成対象であったのが、Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療が助成対象に追
加されました。※該当するかは主治医にご確認ください。該当する方は申請が必要です。
○制度利用回数の制限が緩和
　インターフェロン治療に係る制度利用は、1 人につき、1 回のみであったのが、医学的にインターフ
ェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす場合は、２回目の制度利用が可能となりました。
※該当するかは主治医にご確認ください。該当する方は申請が必要です。
　制度改正に係る申請については、特例として６月 30 日までに受け付けた申請は４月までさかのぼっ
て適応できます。なお、申請用紙は、岬町立保健センターにも備えています。くわしくはお問い合わせ
ください。
▼問合せ　泉佐野保健所　☎ 462 － 7701　　大阪府健康づくり課　☎ 06 － 6944 － 7083

▼日時　６月 25 日（金）　午前 10 時～正午、午後１時～４時
▼対象　16 ～ 69 歳（400ml は 18 歳～）
　　　　65 歳以上の方は、60 ～ 64 歳の間に献血経験のある方に限ります。
▼場所　岬町役場
　輸血を受けられる患者さんの安全性を高めるため、現在 400ml の献血
の需要が高まっています。200ml 献血はお断りする場合があります。皆様
のご理解とご協力をお願いいたします。
▼協力　岬町民生委員児童委員協議会、岬町自治区長連合会
▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424

献　血献　血献　血
400ml 献血に

ご協力を
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地域の子育て

応援します！

地域の子育て

応援します！

地域の子育て

応援します！

子育て応援マガジン

　　　「みさピヨ」ができました！
　子育てに関する各種事業やサービスをはじめ、相談窓口や医
療機関情報等をまとめた情報誌を作成しました。
▼配布対象　岬町在住の就学前児童のいるご家庭に１冊
▼配布日時　月曜日～金曜日　午前 9 時～午後 5 時 30 分
　　　　　　（祝日・12月30日～1月４日を除く）
▼配布場所　子育て支援課または子育て支援センター
▼問合せ　子育て支援課　☎ 492 － 2709

淡輪公民館図書室からのお知らせ
▼開館日・開館時間　水曜日～月曜日　午前 10 時～正午・午後１時～５時
▼休館日　火曜日・祝祭日・年末・年始
　　　　　※火曜日が祝祭日の場合は翌日も休館。
▼夜間返却取扱時間　午後５時～９時　※休館日は取り扱いません。

★本のリクエストを受付しています
　淡輪公民館を通して、大阪府立中央図書館の本を借りられます。
　公民館にない本、貸出中の本もリクエストして下さい。
▼問合せ　淡輪公民館　☎ 494 － 0300・アップル館　☎ 492 － 6050

図書だより 図書だより 図書だより 本の紹介

☆線　　　　　　　　　著 ： 古処 誠二
☆読まず嫌い　　　　　著 ： 千野 帽子
☆つみきのいえ　　　　文 ： 平田 研也 
　　　　　　　　　　　絵 ： 加藤 久仁生
☆ガンを恐れず（ガン難民にならない患者学）
　　　　　　　　　　　著 ： 藤野 邦夫

その他

◆後期高齢者医療給付返
　還通知書が届いた被保
　険者の方へ
　大阪府後期高齢者医療広域連
合では、医療機関等の窓口でお
支払いいただく自己負担分の割
合が変更になり、３割負担の方
が１割負担で診療を受けられた
ことによる差額（２割相当分）
を返還していただくための通知
文書を送付しています。
　該当者の確認作業等に時間を
要したこともあり、被保険者の
皆様にはご迷惑をおかけしてい
ますが、ご理解いただきますよ
うお願いします。
▼問合せ　〒 540 － 0028
　大阪市中央区常盤町１丁目３
番８号　中央大通ＦＮビル８階
　大阪府後期高齢者医療広域連合
　給付課　☎ 06 － 4790 － 2031

▼問合せ

　淡輪保育所

　☎ 494 － 3567

◆幼児教室
　（保育所看護師による歯のお話）
▼とき　６月 16 日（水）
　　　　　10：30 ～ 11：30
▼ところ　子育て支援センター
▼持ち物　着替え・お茶・タオル・
　　　　　歯ブラシ・コップ

◆園庭遊び　
▼とき　６月 23 日（水）
　　　　　10：00 ～ 11：00
▼ところ　淡輪・深日各保育所
▼持ち物　着替え・帽子・お茶・タオル

毎月８日は

「こども安全デー」

　　　　　です！

毎月８日は

「こども安全デー」

　　　　　です！

毎月８日は

「こども安全デー」

　　　　　です！

　町内のこどもを犯罪から
守るため、みなさまのご協
力をお願いします。

　　　　　岬町教育委員会
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  募集のパンフレットは、泉南
メモリアルパ－ク管理事務所及
び岬町役場にあります。
▼対象霊地
  阪南市箱作 2603 番地の１
▼募集霊地数 
　大阪市、岬町、その他居住者
向けに 894 霊地（一般区 177、
割増区 219、再募集霊地 498）
▼ 様式　芝生式霊地
   （１霊地当たり）
    面積　3.025㎡（1.1m × 2.75m）
▼ 使用料（永代）
　一般区　　　791,200 円
　再募集霊地　632,500 円
　割増区　　　909,800 円
　再募集霊地　727,300 円
　管理料（20 年分前納） 
　　　　　　　270,000 円
▼申込者資格
　岬町に住所のある方に限りま
す。ただし１世帯１霊地。
▼受付期間
　６月 11 日（金）～
　　平成 23 年３月 21 日（月） 
▼受付時間
　午前９時 30 分～午後４時
※先着順受付で申込みと同時に
使用霊地が決定します。
▼申込みに必要なもの　　　
○霊園使用許可申請書（管理事
　務所にあります）
○申込者の本籍と世帯全員　
　の名前が記載された住民票                  
　または、登録原票記載事項証
　明書（外国籍の方で、世帯全
　員記載のもの）　１通
○認印
▼受付・問合せ
　阪南市箱作 2603 番地の１
　（財）大阪市環境事業協会 
　泉南メモリアルパーク
　　　　　　　管理事務所 
　（年中無休）　☎ 476 － 2332

　6 月は「就職差別撤廃月間」です
《しない　させない　就職差別》

～働くのは私!私自身を見てください～

　大阪府では、6 月を「就職差別撤廃月間」とし、ハローワーク
や市町村、大阪企業人権協議会などの
関係機関と連携して、さまざまな啓発
事業を実施します。岬町においても、
岬町事業所人権問題連絡会が街頭啓発
活動などに取り組んでいます。
　応募者の基本的人権を尊重し、就職
の機会均等を保障することの大切さについて、みなさんのご理解
をお願いします。

【就職差別 110 番事業】

○Ｅメールによる相談（６月）
　▼ E-mail アドレス　rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
○臨時電話による相談
　▼設置期間
　　６月 23 日（水）～ 25 日（金）　午前 10 時～午後６時
　▼電話番号　06 － 6944 － 6761
　▼問合わせ　大阪府商工労働部雇用推進室
　　　　　　　　　　　　☎ 06 － 6941 － 0351　内線 2815
　▼月間ホームページ
　　http://www.pref.osaka.jp/rosei/koseisaiyo/400-tepai-syusyosabe.html

■岬町事業所人権問題連絡会加盟事業所（14 事業所）
　大阪ゴルフクラブ㈱・㈱紀陽銀行深日支店・佐伯工業㈱・志眞
建設㈱南大阪支店・新栄電気㈱・新日本工機㈱岬工場・㈱池田泉
州銀行岬町支店・㈱共生・岬カントリークラブ・医療法人誠人会
与田病院・岬町商工会・㈱青木松風庵・南海アミューズメント㈱
みさき公園・あい整形外科リハビリクリニック
　　　　　　　　　　　▼問合せ　人権推進課　☎ 492 － 2773

「商業動態調査」にご協力を
　全国の商業を営む事業所の事業活動の動向を明らかにするた
め、毎月の月末現在を基準日として、「平成 22 年度商業動態統
計調査」を実施します。
　　　　　　　　　　調査対象事業所には、７月上旬頃から順次、
　　　　　　　　　知事が任命した統計調査員が訪問しますの
　　　　　　　　　で、調査へのご理解をお願いいたします。
　　　　　　　　　▼問合せ
　　　　　　　　　　大阪府総務部統計課　工業・動態グループ
　　　　　　　　　　　☎ 06 － 6944 － 9126（ダイヤルイン）
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◆泉南メモリアルパーク
平成 22 年度霊地使用者
募集

  海が見える緑の公園墓地、大
阪市設泉南メモリアルパークの
平成 22 年度の使用者申込みを
次の要領で受け付けます。

募　集

◆淡輪幼稚園親子登園
募集のお知らせ
　６月から淡輪幼稚園で親子登
園を行います。幼稚園で楽しく
遊びましょう。
▼募集対象児
　4 月現在、2 歳、３歳になっ
た岬町在住の未就園児で、淡輪
幼稚園に通園できる親子
▼内容　月１度、年間 10 回
　午前９時 30 分～ 11 時
▼費用　材料費、おやつ代とし
て、年間 1000 円と保険代
▼申込期間
　６月１日 ( 火 ) ～６月９日 ( 水 )
　午前 9 時～午後 4 時［随時］
※土日を除く。
※申込用紙は、幼稚園にありま
　すので､ 園に来て申し込んで
　ください。　
▼問合せ　淡輪幼稚園

　☎ 494 ‐ 3001　

◆介護支援専門員実務研修
及び資格更新について
■第 13回大阪府介護支援専
門員実務研修受講試験について
　介護支援専門員の業務に従事
するためには、この試験に合格
し実務研修を受ける必要があります。
▼受験申込書配付・受付期間　
　６月 18 日（金）～
　　　　　　７月 12 日（月）
▼申込書配付場所
　高齢福祉課、府民お問合せセ
ンター情報プラザ、保健所など
▼試験日
　10 月 24 日（日）
　　　　　　　　午前 10 時～
▼問合せ
　大阪府地域福祉推進財団試験係

　☎ 06 － 6763 － 8044　
■介護支援専門員の資格更新に
　ついて
　すでに介護支援専門員の資格
を持っている場合でも、有効期
限満了までに更新手続きを行う
必要があります。詳しくはお問
い合せください。
▼問合せ
　大阪介護支援専門員協会

　☎ 06 － 6390 － 4010　

高齢福祉

子育て支援

◆子ども手当現況届及び
乳幼児医療証の更新について
■子ども手当の現況届について
　子ども手当を受けている方は、
子ども手当てを引き続き受ける
要件があるかを確認するため、
毎年６月に「現況届」を提出し
なければなりません。対象者に
は現況届の用紙を郵送します。
　現況届の提出がないと、６月
分以降の手当が受けられなくな
りますのでご注意ください。
▼提出期限　６月30日（水）
▼現況届に必要なもの
〇受給者の健康保険証の写し　
　（受給者とは子どもを扶養し
　ている方の事です。なお岬町
　の国民健康保険に加入してい
　る方は必要ありません。）
〇印鑑
〇その他、必要に応じて提出が
　必要な書類
　また、現況届以外に、こんな
ときに手続きが必要です。
〇他の市町村に住所が変わると
　き…「受給事由消滅届」
〇出生などで支給対象児童が増
　えたとき…「額改定認定請求書」

■乳幼児医療証の更新手続きに
ついて
　現在お使いの乳幼児医療証
は、６月末日で期限切れになり
ますので、６月中に更新の手続
きが必要です。手続きを忘れる
と７月以降の助成が受けられな
くなりますのでご注意ください。
▼更新手続きに必要なもの
〇乳幼児の氏名が記載された健
　康保険証の写し

〇印鑑
〇現在お使いの医療証
〇平成 22 年１月１日現在岬町
　に住所がなかった方は、前住
　所地の市区町村長が発行する
　所得証明書
▼問合せ　子育て支援課　

　☎ 492 － 2709　

　なお、年度途中で年金の支払
額や支払金融機関などに変更が
あった場合は、その都度、変更
後の支払額や支払金融機関につ
いてお知らせがあります。 
　年金振込通知書等は、大切に
保管してください。
▼問合せ
　貝塚年金事務所
　　　　　　☎ 431 － 1122　
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税

人 の 動 き
世帯数　  ７，８６２   （   －２）
人　口　１８，１９１人（－２８）
男　　　 ８，５５５人（－２３）
女　　　 ９，６３６人（ー　５）平成 22 年５月１日現在

◆６月の納税
■町府民税　第１期分及び全期分
納期限　　６月 30 日 ( 水 )
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局で納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金
残高をお確かめください。振替日
または払込日は、６月 30 日（水）
です。
◆口座振替のおすすめ◆
  納税には口座振替が便利です。
預貯金をされている金融機関や
郵便局へ、通帳に使用されてい
る印かんを持参して口座振替日
の２ケ月前までにお申し込みく
ださい。６月末までに手続きを
済ませると、平成 22 年度第２
期分からの町府民税及び平成
22 年度第３期分からの固定資
産税の引き落としができます。
▼問合せ　税務課　納税係

　☎ 492 － 2765

◆ 65 歳未満の方の公的
年金等所得にかかる町民
税・府民税について
　平成 21 年度は、65 歳未満の
方の公的年金等所得にかかる町
民税・府民税については、給与
からの引き落としができず、納
付書や口座振替で納めていただ
いていましたが、地方税法の改
正により、平成 22 年４月１日

年　　金

現在 65 歳未満の方で、給与か
らの引き落としの対象となる方
の公的年金等所得にかかる町民
税・府民税については、原則と
して、給与からの引き落としに
戻ります。
　※ 65 歳以上の方の納付方法
については、平成 21 年度と変
更はありません。
▼問合せ　税務課　課税係　

☎ 492 － 2752

◆泉佐野税務署からの
お知らせ
★平成22年度国家公務員採用

Ⅲ種（税務）採用試験

▼受験資格
　平成元年４月２日～平成５年
４月１日生まれの方
▼試験の程度
　高等学校卒業程度
▼申込受付期間
　６月 22 日（火）～ 29 日（火）
※郵送の場合　６月29日付消印有効
▼申込書提出先
　人事院近畿事務局
〒 553-8513　大阪市福島区福島
１－１－60　☎06－4796－2191
▼試験日及び試験内容
　第１次試験　９月５日（日）
　第２次試験　10 月 14 日（木）
　から21日（木）の指定する一日
▼合格発表日
　第１次試験　10 月７日（木）
　最終合格者発表日　　
　　　　　　　11 月 11 日（木）
▼採用予定数　約45名　（近畿地域）
▼問合わせ
　大阪国税局人事第二課試験係

◆住所変更の届出について
　日本年金機構では被保険者お
一人お一人に対して、「ねんき
ん定期便」をお送りしています。

「ねんきん定期便」を確実にお
届けするため、住所を変更され
た場合は、お早めに下記まで住
所の変更を届け出てください。
○国民年金被保険者

…保険年金課　
○厚生年金被保険者・配偶者

（国民年金第３号被保険者）
　…お勤めの会社

▼問合せ
　ねんきん定期便専用ダイヤル

　☎ 0570 － 058 － 555
　※ＩＰ電話、ＰＨＳからは
             ☎ 03 － 6700 － 1144 
　貝塚年金事務所　
　　　　　　 　☎ 431 － 1122
　保険年金課
　　　　　　　☎ 492 － 2705

◆年金の振込通知書を
お送りします
　６月に、１年間の年金支払予
定額等をまとめた振込通知書等
をお送りします。
　ただし、郵便局の窓口で年金
送金通知書により現金で年金を
受け取っている方には、年６回
の支払月ごとに年金送金通知書
が送付されます。

☎　06 － 6941 － 5331
　泉佐野税務署総務課
　　　　☎　462 － 3471
※採用に関する情報は、国税庁
ホームページ（http://www.nta.
go.jp）にも掲載しています。
　



Ｉ
Ｎ

Ｆ
Ｏ

Ｒ
Ｍ

Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｏ

Ｎ
　

お
知

ら
せ

　
役

場
へ

の
お

問
い

合
わ

せ
は

直
通

電
話

へ

15

※くわしくはお問い合わせください。各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ６月９日（水）・23 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

住民活動センター
企画政策課☎ 492 − 2775

◆行政相談 ６月 15 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　６月18日（金）午後１時30分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　６月23日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談
■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆進路選択支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時 30 分

学校教育課☎ 492 − 2719

◆教育相談 ６月４日（金）・18 日（金）
午後１時 30 分〜３時

指導課☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付

◆消費者相談 ６月 11 日（金）
午後１時〜４時

監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749

◆人権相談

■岬町住民活動センター
　６月 15 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■岬町住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

文化センター☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障害者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 ６月 28 日（月）・７月５日（月）
午後１時〜２時

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児相談 ７月５日（月）
午前 10 時〜正午

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）７月６日（火）
午前 10 時〜正午

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分

子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分

こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）
６月 15 日 ( 火）　午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775
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　　　　　　　　　　　　広報岬だより平成 22 年６月号　平成 22 年（2010 年）６月 1 日発行
　　　　　　　　　　　　　　　　編集/発行　岬町役場　企画政策課〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1　☎072－492－2775
※広報岬だよりは毎月 8,000 部を作成し、１部あたりの単価は 15.6 円です。（うち町負担は 10.3 円で、5.3 円を広告収入で賄っています。)

子どもと楽しむための「絵本の学校」 2010・たんぽぽ組

～岬町行財政改革懇談会委員を募集します～

　　本の好きな子どもになってほしい、どんな本がいいのかな、子育てには悩みがいっぱい！

　どうむきあったらいいの・・？子どもの絵本には子育てのヒントがいっぱい！

　絵本を楽しみながら学びませんか？

　▼日　時　　毎月第３金曜日　全 10 回（８月は休み）午前 10 時～ 12 時

　　　　　　　　　第１回目　６月 18 日（金）

　▼場　所　　アップル館多目的室

　▼定　員　　15 名（５名のみ追加募集）定員になり次第締め切り

　▼保　育　　５名（１歳以上）　　　　　

　▼参加費　　300 円（資料代）

　▼申込・問合せ　岬町立アップル館　午後１時～５時（月・火曜日休館）　☎ 492 － 6050

★アップル館って？
　深日児童館 ( 通称アップル館 ) は、幼児、児童の利用を中心とした図書館で、
淡輪公民館図書室の分室です。
　岬町にお住まいの方、岬町に勤務されている方、
岬町内の学校に通学している方は無料で図書を
借りることができます。
　▼貸出冊数　1 人 4 冊以内　　▼貸出期間　2 週間以内

　岬町では、今後の行財政改革の指針となる「行財政改革計画（第２次集中改革プラン）」の策定を進めています。

住民のみなさまの幅広い意見を取り入れた計画を策定するため、岬町行財政改革懇談会の公募委員を募集します。

　くわしくはお問い合わせください。

▼応募資格　応募資格は、次の要件にすべて該当する方です。

　○岬町内に住む 20 歳以上（平成 22 年４月１日現在）で行財政改革に関心のある方

　○原則として平日昼間の会議に出席できる方　※岬町職員及び岬町議会議員は除きます。

▼募集人数・任期　３人以内。平成 22 年７月～平成 23 年３月末まで。※会議は５回程度を予定

▼報償費　懇談会に出席したとき、報償費 6,500 円（源泉徴収されます。交通費は支給されません。）

▼応募方法　応募用紙に必要事項を記入のうえ、800 字程度の作文を作成し、応募用紙提出先まで持参、郵送ま

　たは電子メールで提出してください。応募用紙、原稿用紙は、特命対策課の窓口で配布します。

　また、岬町のホームページ（http://www.town.misaki.osaka.jp/）からもダウンロードできます。

▼作文テーマ 　「応募の動機、岬町の行財政改革についての意見」

▼応募期間　６月 18 日（金）まで（当日消印有効。電子メールの場合は当日 24 時までに受信したものまで有効）

▼提出先・問合せ　〒 599 － 0392（住所不要）　 岬町特命対策課　☎ 492-2728（直通）

　　　　　　　　　 e-mail ： kaikaku@town.misaki.osaka.jp　


